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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

三
宅
島
観
測
柱
建
設
強
行
等
に
関
す
る
質
問
主
意
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昭
和
六
十
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衆 

議 

院 
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三 

郎 
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出 
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岡 

崎 

万 

寿 

秀 

 

一 

 



 

防
衛
施
設
庁
は
九
月
一
日
、
三
宅
島
の
Ｎ
Ｌ
Ｐ
基
地
化
を
め
ざ
す
観
測
柱
建
設
を
八
十
五
％
の
住
民
と
村
長
、

村
議
会
の
多
数
が
つ
よ
く
反
対
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
機
動
隊
を
投
入
し
て
、
ま
さ
に
強
権
発
動
、
力
づ

く
で
強
行
し
た
。
こ
れ
は
暮
ら
し
と
生
業
、
緑
と
平
和
を
ま
も
る
と
い
う
憲
法
に
保
障
さ
れ
た
平
和
的
生
存
権
と

憲
法
の
地
方
自
治
の
原
則
を
お
か
す
許
し
が
た
い
暴
挙
で
あ
る
。 

一 

九
月
一
日
の
観
測
柱
建
設
強
行
へ
の
動
員
状
況 

② 

当
日
の
工
事
に
関
係
し
た
防
衛
庁
職
員
の
人
数
と
任
務
お
よ
び
作
業
員
の
人
数
、
ガ
ー
ド
マ
ン
の
人
数
と 

① 

午
前
中
に
動
員
さ
れ
た
機
動
隊
お
よ
び
午
後
追
加
動
員
さ
れ
た
機
動
隊
の
人
数
と
所
属
お
よ
び
搬
入
さ
れ

た
車
両
の
種
類
と
台
数
、
一
日
の
機
動
隊
の
行
動
の
経
過
。 

よ
つ
て
、
こ
の
事
態
に
つ
い
て
の
全
容
と
責
任
の
所
在
に
つ
い
て
、
以
下
質
問
す
る
。 

三
宅
島
観
測
柱
建
設
強
行
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

三 

 



 

⑦ 

海
上
保
安
庁
へ
の
協
力
要
請
は
い
つ
、
だ
れ
が
、
だ
れ
に
た
い
し
て
お
こ
な
つ
た
か
。 

⑥ 

九
月
二
日
の
機
動
隊
の
離
島
に
さ
い
し
て
は
海
上
保
安
庁
の
協
力
が
あ
つ
た
の
か
。
あ
つ
た
と
す
れ
ば
ど

う
い
う
協
力
が
な
さ
れ
た
の
か
。
使
用
さ
れ
た
船
舶
、
航
空
機
の
所
属
・
船(

機)

名
、
乗
務
員
数
な
ど
具
体

的
に
。 

⑤ 

機
動
隊
の
出
動
要
請
は
い
つ
、
だ
れ
が
、
だ
れ
に
た
い
し
て
お
こ
な
つ
た
か
。
ま
た
、
出
動
は
ど
こ
で
、

い
つ
、
だ
れ
が
、
ど
の
よ
う
な
判
断
で
き
め
た
の
か
。 

④ 

午
後
、
三
宅
空
港
に
着
陸
し
た
航
空
機
の
所
属
、
機
名
、
運
行
要
請
者
お
よ
び
輸
送
さ
れ
た
機
動
隊
の
所

属
と
人
数
。 

③ 

機
動
隊
を
午
前
お
よ
び
午
後
、
三
宅
島
に
移
送
し
た
輸
送
方
法
お
よ
び
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
な
ど
の
輸
送
回 

数
。 

所
属
会
社
名
。 

四 

 



 

二 

地
質
調
査(

ボ
ー
リ
ン
グ)
等
に
つ
い
て 

② 

昭
和
六
十
二
年
度
予
算
で
約
二
十
カ
所
の
ボ
ー
リ
ン
グ
が
計
画
さ
れ
て
い
る
が
、
六
十
三
年
度
概
算
要
求

で
は
計
上
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
〝
予
備
調
査
〟
で
は
ボ
ー
リ
ン
グ
は
二
十
カ
所
で
十
分
と
の
考 

 
 

 

え
に
た
つ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。 

① 

九
月
一
日
の
事
態
に
よ
つ
て
島
民
の
防
衛
施
設
庁
に
た
い
す
る
不
信
感
は
決
定
的
と
な
つ
た
。
そ
れ
で
も

年
内
に
地
質
調
査
等
を
強
行
す
る
つ
も
り
か
。 

⑨ 

機
動
隊
の
暴
挙
に
よ
つ
て
、
脱
水
症
状
の
機
動
隊
員
に
氷
水
を
提
供
な
ど
島
の
人
情
を
発
揮
し
た
非
暴 

力
、
素
手
の
住
民
が
多
数
負
傷
し
た
。
政
府
、
警
察
、
防
衛
庁
は
そ
の
責
任
を
負
う
べ
き
立
場
に
あ
る
こ
と

は
認
め
る
か
。 

⑧ 
運
輸
省
も
三
宅
空
港
へ
の
臨
時
便
使
用
に
つ
い
て
の
協
力
を
お
こ
な
つ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
い
つ
、
だ
れ

に
よ
つ
て
、
ど
う
い
う
協
力
要
請
が
あ
つ
た
の
か
。 

五 

 



 

④ 

米
国
内
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
Ｎ
Ｌ
Ｐ
は
ど
う
い
う
環
境
か
。
厚
木
の
よ
う
に
住
宅
地
が
隣
接
し
た
り
、 

③ 

ア
メ
リ
カ
国
内
に
あ
る
空
母
の
母
港
名
お
よ
び
Ｎ
Ｌ
Ｐ
が
お
こ
な
わ
れ
る
基
地
名
。 

三 

海
外
に
お
け
る
Ｎ
Ｌ
Ｐ
飛
行
場
に
つ
い
て 

② 

厚
木
の
よ
う
な
米
空
母
艦
載
機
の
夜
間
離
着
陸
訓
練
飛
行
場
は
米
本
土
以
外
に
他
に
あ
る
の
か
。
あ
る
と

す
れ
ば
ど
の
国
の
、
何
と
い
う
基
地
か
。
ま
た
使
用
状
況
を
説
明
さ
れ
た
い
。 

① 

日
本
が
世
界
で
た
だ
一
つ
、
米
空
母
の
海
外
母
港
と
さ
れ
そ
の
結
果
、
厚
木
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
騒
音
公

害
で
住
民
が
苦
し
め
ら
れ
、
ま
た
、
三
宅
島
問
題
を
生
起
さ
せ
て
い
る
が
、
一
体
、
日
本
だ
け
が
米
空
母
の

母
港
と
さ
れ
て
い
る
根
拠
は
何
か
。 

③ 
六
十
二
年
度
予
算
で
は
、
そ
の
他
地
形
な
ど
の
基
本
調
査
や
動
植
物
な
ど
の
環
境
予
備
調
査
な
ど
が
く
ま

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
実
施
に
あ
た
つ
て
は
村
当
局
の
了
解
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ

と
と
思
う
が
、
確
認
で
き
る
か
。 

六 

 



 

 

七 

あ
る
い
は
三
宅
島
の
よ
う
に
産
業
と
自
然
環
境
に
重
大
な
影
響
を
あ
た
え
る
場
所
な
の
か
。 

⑤ 

ア
メ
リ
カ
で
は
国
立
自
然
公
園
内
で
の
軍
事
基
地
の
新
設
は
許
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
根
拠
に
つ
い
て

説
明
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


